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研
究
論
文ボ

ス
ト
ン
美
術
館
蔵
伝
宗
祇
像
の
像
主
考
ー
伝
来
と
像
容
l

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
狩
野
派
、

北
野
天
満
宮
、
馬
具
、
故
実

は
じ
め
に

ボ
ス
ト
ン
災
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
騎
馬
の
人
物
の
肖
像
両

（図

1

は
、
竹
な
ど
の
文
字
質
料
が
な
く
、
画
像
そ
の
も
の
か

ボ
ス
ト
ン
本
と
呼
ぶ

）

ら
像
‘
E
の
名
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
米
、
宗
祇
の
訓

像
と
し
て
払
え
ら
れ
て
き
た

)
ボ
ス
ト
ン
本
を
宗
祇
像
の
＾
形
式
と
す
る
見
解

以
ド
、ボストン美術館蔵伝宗祇像図 1

志

賀

太

郎

は
、
現
在
も
広
く
定
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
ボ
ス
ト
ン
本
に

げ
及
し
た
論
考
や
作
品
解
説
な
ど
に
お
い
て
、
像
主
が
「
宗
祇
で
な
い
」
可
能

件
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
い

。
箪

者
も
ま
た
ボ
ス
ト
ン
本
に
関
し
て
、
宗

祇
の
後
継
者
た
ら
ん
と
運
動
す
る
弟
子
の
連
歌
師
宗
碩
と
、
地
方
の
有
力
者
と

,11
ら
を
結
ぶ
媒
介
者
と
し
て
の
ポ
ス
ト
宗
祇
を
待
望
す
る
三
条
西
実
隆
と
の
思

惑
が

一
致
し
た
結
果
、
宗
祇
像
が
騎
馬
と
い
う
特
殊
な
姿
に
作
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
試
論
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
像
主
が
「
宗
祇
で
な
い
」

.llJ
能
性
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
な
か

っ
た

。
し
か
し
発
表
の
後
に
寄
せ
ら
れ

た
質
問
の
中
に
、
伝
来
す
る
過
程
で
像
主
が
改
変
さ
れ
、
後
か
ら
宗
祇
像
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

餘
見
が
出
さ
れ
た
場
で
行
わ
れ
た
議
論
を
集
約
す
る
と
、
以
下
に
述
べ
る
よ

う
に
、
像
主
改
変
説
が
成
立
す
る
可
能
性
は
確
か
に
存
在
し
、
ボ
ス
ト
ン
本
を

考
察
の
対
象
と
す
る
限
り
は
看
過
で
き
な
い
軍
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
に

至
っ

た
。
ま
ず
、
画
面
上
部
の
汚
れ
が
、
賛
文
を
消
し
去
っ
た
墨
痕
の
よ
う
に

-
3
}
 

見
え
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
こ
れ
が
賛
の
削
除
さ
れ
た
痕
跡

で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
削
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
合
理
的
な
要
因
と
し

- 47-



て
、
第

一
に
像
主
の
改
変
を
疑
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
例
と
し

て
、
彦
根
・
崇
徳
寺
の
伝
高
野
瀬
隆
重
像
で
は
、
像
主
を
変
え
る
た
め
に
賛
の

改
蹴
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

。
ま
た
、
改
変
が
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
根
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
懐
疑
的
に
考
え
れ
ば
、
像
主
が
宗
祇
で

は
な
い
可
能
性
を
示
唆
す
る
要
素
が
二
つ
あ
る
。
―

つ
は
、
他
の
現
存
す
る
騎

-
5
)
 

馬
像
の
像
主
が
例
外
な
く
武
将
で
あ
る

一
方
で
、
ボ
ス
ト
ン
本
だ
け
が
連
歌

師
の
肖
像
と
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
も
う

―
つ
は
、
制
作
時
期
が
さ
ほ
ど
隔

た
ら
な
い
と
見
ら
れ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
宗
祇
像
等
と
風
貌
が
畏

な
る
点
で
、
特
に
ボ
ス
ト
ン
本
に
は
右
頬
の
大
き
な
「
ほ
く
ろ
」
が
描
か
れ
て

い
な
い
。

で
は
、
ボ
ス
ト
ン
本
そ
の
も
の
に
像
主
が
宗
祇
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
確
か

な
手
が
か
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
は
、
豊
か
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
白

い
顎
髭
に
つ
い
て
他
の
宗
祇
像
と
共
通
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
だ
け
で
は
、
明
ら
か
に
像
主
が
宗
祇
で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
像
主
を
宗
祇
と
す
る
伝
称
は
い
っ
た
い
ど
の
時
点
ま
で
遡
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
ど
の
程
度
ま
で
信
頼
で
き
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
き
て

い
な
い

。
す
な
わ
ち
現
時
点
で
は
、
「
古
来
、
宗
祇
像
と
さ
れ
て
き
た
」
と
い

う
事
実
だ
け
が
像
主
宗
祇
説
の
拠
り
所
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
宗
祇
が
当
初
か

ら
の
像
主
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
像
主
宗
祇
説
を
支

持
す
る
側
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
、
そ
の
後
の
赤
外
線
を
用
い
た
調
木
且
に
よ

り
、
画
血
上
部
の

「汚
れ
」
を
墨
痕
と
断
定
す
る
だ
け
の
根
拠
が
な
い
こ
と
が

確
認
さ
れ
、
外
見
上
の
印
象
は
と
も
か
く
と
し
て
、
賛
は
当
初
か
ら
付
随
し

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
合
理
的
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、

像
主
改
変
説
を
論
理
的
に
支
え
る
根
拠
が
な
く
な
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
像
主

改
変
説
と
像
主
宗
祇
説
の
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
以

上
が
、
こ
れ
ま
で
特
に
疑
問
や
異
論
が
出
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ボ
ス
ト

ン
本
の
像
主
に
関
し
、
改
め
て
本
稿
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
本
稿
は
、
像
主
宗
祇
説
の
根
拠
と
な
り
う
る
要
素

を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
当
初
か
ら
像
主
は
宗
祇
で
あ
っ

た
と
「
断
定
す
る
」
に
足
る
だ
け
の
史
料
に
は
未
だ
巡
り
会
え
て
お
ら
ず
、
そ

う
い
っ
た
史
料
が
今
後
新
た
に
見
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
方
法
と
し
て
は
、
従
来
、
曖
昧
な
ま
ま
見
過
ご
さ
れ
て
き

た
周
辺
的
な
事
柄
も
含
め
た
歴
史
的
事
実
を

―
つ
ず
つ
洗
い
直
し
、
そ
れ
ら
を

総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
像
主
を
宗
祇
と
す
る
伝
称
に
十
分

な
根
拠
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
と
い
う
迂
遠
な
道
を
取
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
で
は
、
性
急
な
結
論
を
出
す
こ
と
を
目
的
と
は
せ
ず、
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ボ
ス
ト
ン
本
の
伝
来
と
像
容
に
関
し
て
、
現
在
ま
で
に
知
り
得
た
事
実
の
確
認

を
行
っ
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ボ
ス
ト
ン
本
の
伝
来

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
は
、
過
去
に
ボ
ス
ト
ン
本
が
収
め
ら
れ
て
い
た
箱
や
そ

の
他
の
伝
来
が
知
ら
れ
る
よ
う
な
付
属
品
な
ど
が
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
も
あ
っ
て
、
ボ
ス
ト
ン
本
が
ど
の
よ
う
な
人
々
の
手
を
経
て
現
在
ま
で

伝
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で

に
伝
来
に
関
す
る
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
点
は
、
十
九
世
紀
半
ば
頃
に

開
板
刊
行
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る

『北
野
拾
菓
』
と
い
う
版
本
に
、
ボ
ス
ト
ン
本

と
見
ら
れ
る
宗
祇
像
を
狩
野
永
納

(
-
六
三
一

＼
九
七
）
が
模
写
し
た
も
の
が



両
籟
馬
俵
岳
玉
銘
蔦
，

[

g

 

一--・

拿
祗
氏
叶
像

ぇ
乃
て
こ

+

｀
を
些
野
粛
〔

を
れ
も
「
沖
反

:tl 

視
勺

｀
 
一

ン
lh

ご
9

十七
ユ

烹

ー→—

縮
写
さ
れ
て
お
り
（
図
2
)
、
そ
の
図
に
添
え
ら
れ
た
永
納
の
識
語
か
ら
、
も

と
は
北
野
社
に
伝
来
し
た
と
知
ら
れ
る
こ
と
と
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
収
蔵
さ(10} 

れ
る
以
前
、
故
藪
本
荘
五
郎
氏
の
も
と
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と

『北
野
拾
葉
』
の
記
事
は
伝
来
を
知
る
上

で
重
要
な
手
が
か
り
を
含
む
た
め
、
以
下
に
詳
し
く
検
討
を
加
え
た
い
。

の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
の

の
書
誌
、
内
容
、
編
者
お
よ
び
編
集
の
過
程
等
に
つ
い
て
は
、

猪
熊
信
男
氏
と
阪
本
健

一
氏
に
よ
る
詳
細
に
わ
た
る
研
究
が
あ
る
。
そ
の
成
果

に
基
づ
い
て
概
要
を
述
べ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

。

『北
野
拾
葉
』

「北
野
拾
葉
」

一
冊
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
学
僧
宗
淵

(
-
七
八
六
＼

一
八

『北野拾葉』（部分）

五
九
）

の
手
に
よ
っ
て
蒐
集
、
編
纂
さ
れ
た
菅
原
道
真
関
係
資
料
集
と
も
い
う

『北
野
藁
草
』
十
冊、

『北
野
藁
草
図
書』

四
冊
、

一
冊
と
と
も
に
北
野
天
満
宮
学
堂
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
『北

べ
き
書
の

―
つ
で
、

一
連
の

- 49-

「菅
家
一二
代
記
略
』

野
拾
菓
』
は
、
内
容
的
に

『北
野
藁
草
』

の
拾
遺
編
に
あ
た
り
、
室
町
時
代
以

降
、
道
真
が
連
歌
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
連
歌
関
係
の
資

図2

料
を
、
原
本
の
原
寸
大
模
写
も
し
く
は
縮
写
に
よ
り
収
載
し
て
い
る
。
刊
行
年

は
不
詳
で
あ
る
が
、

『北
野
製
草
』

に
天
保
十
二
年

(
-
八
四

一）

十
月
二
十

五
日
の
宗
淵
の
序
文
が
掲
げ
ら
れ
、
『
菅
家
一二
代
記
略
』
に
は
宗
淵
六
十
七
歳
、

す
な
わ
ち
嘉
永
五
年

(
-
八
五
二
）
の
識
語
が
付
属
す
る
。
ま
た
、
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）
の
「
日
記
」
正
月
十
五
日
条
に
は

「北
野
藁
草
開
板
出
来
に
付

き」

寺
務
所
他
ヘ

一
部
十
四
冊
を
納
め
た
と
の
記
事
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い

る

。
こ
れ
ら
か
ら
、

『北
野
拾
葉
』
も
お
そ
ら
く
弘
化
四
年
か
ら
嘉
永
五
年
頃

ま
で
に
ま
と
め
ら
れ
、
出
版
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

『北
野
簗
草
』

を
は
じ
め
と
す
る
道
真
関
係
の
書
（
北
野
学
堂
本
）
は
、
同

じ
く
宗
淵
の
編
に
な
る
「
北
野
文
叢
」
百
巻
（
北
野
天
満
宮
蔵
）
の
綱
要
（
抜



枠
本
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
北
野
文
叢
」
に
つ
い
て
は
、
戦
前
に
そ

『北
野
誌
』
の
例
言
に
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

れ
を
収
録

•

発
行
し
た

一
部
を
引
用
す
る
と
「
本
書
は
菅
公
の
遺
著
を
初
め
と
し
、
国
史
記
録
に
散
見

し
た
る
、
公
の
事
蹟
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
‘
縁
起
・
託
宜

・
系
譜
の
類
よ
り
、

稗
史

・
伝
説

・
詩
文

・
俳
句
の
類
に
至
る
ま
で
、
荀
も
公
の
事
に
関
し
た
る
こ

と
は
、
網
羅
し
て
洩
ら
す
所
な
し
。
（中
略
）
例
へ
ば
縁
起
の
如
き
各
坊
に
伝

来
せ
る
も
の
十
余
本
尽
く
之
を
蒐
集
し
た
る
が
如
き
、
系
譜
も
亦
各
家
の
も
の

を
皆
網
羅
し
た
る
が
如
き
、

一
字

一
句
の
異
同
も
軽
視
せ
ざ
る
編
輯
者
の
労
多

大
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宗
淵
が
、
生
涯
を

か
け
て
各
地
の
蔵
書
を
巡
り
、
道
真
関
係
資
料
の
調
杏
・
書
写

・
蒐
集
を
行
っ

た
成
果
が
「
北
野
文
叢
」
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
部
分
を
抄
出
し
て
出
版
し
た

書
が

『北
野
認
草
」
以
下
の
北
野
学
堂
本
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
例
言
に
も
あ
る

と
お
り
、
そ
の
蒐
集
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
原
本
に
忠
実
で
あ
り
、
細

か
な
異
同
も
疎
か
に
し
な
い
と
い
う
姿
勢
を
貰
い
て
い
た
点
が
特
箪
さ
れ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
問
題
と
す
る

『北
野
拾
葉
」
所
収
の
騎
馬
人
物
像

（
以
ド
、

北
野
拾
薬
本
と
呼
ぶ
）
は
、
表
題
に
「
同
（
宗
祇
・
箪
者
注
）
騎
馬
像
就
粉

本
縮
窺
」
と
あ
る
。
本
書
を
通
覧
す
れ
ば
、
北
野
社
の
本
宮
、
社
家
の
住
坊
、

学
堂
な
ど
の
所
蔵
品
に
つ
い
て
は
、
表
題
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
が
明
記
さ
れ

て
お
り
、
所
有
者
を
記
さ
な
い
こ
の
模
本
は
、
北
野
社
の
所
蔵
品
で
は
な
か

っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
単
に
「
粉
本
」
と
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
通
常
の

「粉

本
」
の
持
ち
主
、
す
な
わ
ち
永
納
の
子
孫
に
あ
た
る
京
狩
野
家
に
伝
わ
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
北
野
拾
葉
本
が
縮
写
し
た
粉
本
そ
の
も
の

（以
下
、
原
粉
本
と
呼
ぶ
）
の
所
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
下
に
述
べ

る
よ
う
に
、
識
語
の
箪
跡
や
関
連
作
品
か
ら
、
原
粉
本
は
確
か
に
永
納
に
よ

っ

て
作
製
さ
れ
た
粉
本
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
箪
跡
に
つ
い
て
は
、
京
狩
野

家
に
伝
来
し
た
と
い
う
「
本
邦
賢
宰
智
将
像
」
（
個
人
蔵
）
の
奥
書
と
比
較
す

る
と
、
署
名
は
も
と
よ
り
、
「
像
」
「
元
」
「
也
」
な
ど
共
通
す
る
字
の
箪
癖
が

よ
く
似
て
お
り
、
明
ら
か
に
同

一
人
物
の
筆
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
ボ
ス
ト
ン
本

を
模
し
た
と
見
ら
れ
る
紙
本
着
色
の
宗
祇
像
が
箱
根

•

早
雲
寺
に
、
同
じ
く
絹

{
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本
著
色
の
宗
祇
像
が
北
九
州
市
立
自
然
史
歴
史
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

前
者
は
永
納
箪
の
伝
称
作
、
後
者
は
基
準
印
で
は
な
い
も
の
の
永
納
落
款
の
作

品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
あ
る
時
期
に
お
い
て
騎
馬
の
宗
祇
像
と
永
納
と
が

強
く
結
び
つ
い
て
認
識
さ
れ
て
い
た
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
か
ら

も
永
納
に
よ
る
原
粉
本
の
存
在
は
首
肯
し
う
る
。
な
お
宗
淵
は
、
宗
祇
像
以
外

に
も
、
京
狩
野
家
の
所
蔵
す
る
粉
本
か
ら
北
野
社
に
関
係
す
る
資
料
の
蒐
集
を

行
っ
て
い
た
。
『北
野
腐
草
図
書」

第
二
巻
の
北
野
社
境
内
絵
図
お
よ
び
本
社

- 50-

末
社
各
別
之
図
は
永
納
の
粉
本
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
「
山
楽
門
人
彦
三
郎」

の
粉
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

。

以
上
に
よ
り
、
北
野
拾
葉
本
が
原
粉
本
の
状
態
を
ほ
ぽ
忠
実
に
伝
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
原
粉
本
は
識
語
に
あ
る
と
お
り
永
納
に
よ
っ
て
作

製
さ
れ
た
粉
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
原
粉
本
か
ら

知
り
う
る
ボ
ス
ト
ン
本
の
伝
来
経
路
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

宗
淵
が
、
北
野
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
原
粉
本
を
、
わ
ざ
わ

ざ

『北
野
拾
葉
』
に
掲
載
し
た
理
由
は
、
永
納
の
識
語
の
中
に
「
元
北
野
蔵
」

と
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
そ
の
も
の
は
北
野
社
の
旧
蔵
品
で
あ
っ
た
と
い

う
事
実
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

『北
野
拾
業
』
の
中
で
、
北
野
社
の
宝
蔵

や
学
宜
、
社
家
な
ど
に
伝
来
す
る
他
の
連
歌
関
係
の
資
料
と
と
も
に
並
べ
ら
れ

て
い
る
根
底
に
は
、
本
来
な
ら
北
野
社
に
伝
来
し
て
い
る
べ
き
品
で
あ
る
、
と



い
う
宗
淵
の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
北
野
社
は
、
室
町
時
代
中

期
以
降
、
中
世
か
ら
近
世
を
通
じ
て
連
歌
の
中
心
の
地
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
た

め
、
各
時
代
の
将
軍
家
や
大
名
、
連
歌
師
な
ど
か
ら
崇
敬
を
受
け
、
連
歌
に
関

応
m

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
類
の
寄
進
が
行
わ
れ
て
い
た

。
『
北
野
拾
葉
』
に
掲
載

さ
れ
る
北
野
社
伝
来
品
の
多
く
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
集
積
さ
れ
た
品
々
で
あ

り
、
そ
れ
ら
は
大
切
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
歌
の
中
心
地
と
し
て
の

由
緒
を
さ
ら
に
補
強
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
宗
淵
と
す
れ

ば
、
何
故
に
由
緒
あ
る
宗
祇
像
が
北
野
社
の
外
に
流
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

類
似
の
事
例
と
し
て
、
近
世
に
お
け
る
宗
祇
の
名
声
の
高
ま
り
を
背
景
に
、

北
野
社
社
家
松
梅
院
の
日
記
の
紙
背
に
あ
っ
た
宗
祇
書
状
が
抜
き
取
ら
れ
、
表

(19
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具
さ
れ
て
市
井
に
流
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

。
た

だ
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
場
合
は
、
唯

一
無
二
の
画
像
で
あ
る
と
と
も
に
、
連
歌
の

中
心
地
と
し
て
の
北
野
社
の
由
緒
を
高
め
る
に
き
わ
め
て
好
都
合
な
素
材
で
も

あ
り
、
何
枚
も
あ
る
反
故
の
書
状
な
ど
と
同
列
に
売
買
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
た
と
は
想
像
し
に
く
い
。
む
し
ろ
、
戦
国
期
の
混
乱
に
紛
れ
て
流
出
の
憂

き
目
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
根
本
縁
起
と
も

称
さ
れ
、
北
野
社
に
と
っ
て
重
宝
中
の
重
宝
で
あ
る
は
ず
の
北
野
天
神
縁
起
絵

巻
（
承
久
本
）
は
、
文
亀
元
年
(
-
五
0

1

)

以
前
に
社
外
へ
流
出
し
て
行
方

が
わ
か
ら
な
く
な
り
、
文
禄
五
年
(
-
五
九
六
）
に
な
っ
て
「
泉
南
大
寺
」
で

(20
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発
見
さ
れ
て
い
る

。
こ
の
時
期
の
宝
物
管
理
に
か
な
り
徹
底
し
な
い
面
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
十
分
に
推
測
さ
れ
よ
う
。
問
題
は
、
北
野
社
の
ど
う
い
っ
た
と

こ
ろ
で
所
有
・
管
理
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
当
時
の

史
料
の
中
に
原
粉
本
の
原
本
に
あ
た
る
よ
う
な
画
像
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
ず
、
特
定
で
き
な
い
。
よ
っ
て
以
下
は
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、

一
っ
の
可

能
性
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
宗
祇
の
画
像
が
使
用
さ
れ
る
場
と
し
て
、
ま

ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
宗
祇
の
忌
日
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
例
で
あ
る
が
、
北
野

社
で
は
、
元
禄
十

一
年

(
-
六
九
八
）
、
宗
祇
二
百
年
忌
追
福
の
連
歌
会
の
た

(21
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め
に
宗
祇
像
が
調
進
さ
れ
て
い
る

。
宗
祇
忌
日
に
追
善
の
連
歌
会
や
和
歌
会

が
開
か
れ
た
こ
と
を
示
す
記
録
は
、
宗
祇
の
歿
後
す
ぐ
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
、
宗
祇
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
た
三
条
西
実
隆
や
宗
祇
の

（
四
）

後
を
継
い
だ
連
歌
師
た
ち
が
そ
の
主
催
者
で
あ
っ
た

。
記
録
こ
そ
な
い
も
の

の
、
こ
う
い
っ
た
故
人
を
偲
ぶ
場
で
画
像
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
多
分
に
あ

り
、
ボ
ス
ト
ン
本
も
そ
う
い
っ
た
画
像
の

―
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
所

有
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は、

宗
祇
忌
日
に
追
善
の
行
事
を
行
っ
た
人
々
の

誰
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
存
す
る
資
料
の
範
囲
で
は
、
そ
の
中
に
北
野
社

内
部
の
人
物
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
天
正
元
年
(
-
五
七
三
）
四
月
、

織
田
信
長
が
火
を
洛
外
に
放
っ
た
際
に
北
野
社
の
連
歌
会
所
も
焼
失
し
、
「
紹

巴
（
里
村
紹
巴
）
之
書
物
あ
づ
け
も
の
を
こ
と
ご
と
く
と
り
ち
ら
し
」
た
と
い

-23
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う
記
録
は
、
連
歌
師
の
い
わ
ば
私
物
が
、
北
野
社
連
歌
会
所
に
保
管
さ
れ
て
い

た
事
実
を
示
し
て
い
て
、
注
意
を
引
く
。
連
歌
会
所
は
ま
た
、
宗
祇
が

一
時
期

奉
行
を
勤
め
、
ゆ
か
り
の
場
所
で
も
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
永
納
が
原
粉
本
を
作
製
し
た
時
期
は
い
つ
頃
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
先
に
も
触
れ
た
早
雲
寺
に
伝
来
し
た
宗
祇
像
は
、
原
粉
本
を
も
と
に
製
作

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
賛
を
加
え
た
説
斐
宗
演
(
-
六
二
六
＼
一
七

0
七
）
の
署
名
か
ら
、
説
斐
が
大
徳
寺
に
出
世
し
た
延
宝
四
年
(
-
六
七
六
）

(21
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以
降
の
着
賛
と
考
え
ら
れ
て
い
る

。
一

方
、
永
納
の
識
語
に
あ
る
「
所
持
三

井
浄
貞
」
は
、
粉
本
を
製
作
し
た
時
期
の
原
本
の
所
有
者
が
「
三
井
浄
貞
」
で



あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
浄
貞
を
名
乗
っ
た
三
井
家
の
人
物
の
う
ち
、
時

期
的
に
該
当
す
る
の
は
、
越
後
屋
を
創
業
し
た
豪
商
三
井
高
利
の
兄
で
、
京
都

に
お
い
て
江
戸
で
の
商
品
の
仕
入
れ
店
を
営
み
成
功
し
た
釘
抜
三
井
家
初
代
の

俊

次

(
-
六
0
八
＼
七
三
）
と
、
そ
の
長
子
で
二
代
目
の
俊
近

(
-
六
四
一
＼

(25
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で
あ
る

。
初
代
俊
次
で
あ
れ
ば
、
粉
本
製
作
の
下
限
は
歿
年
の

一
七
0
二）

六
七
三）

と
な
る
。
た
だ
、
俊
次
は
屋
敷
に
能
舞
台
を
設
け

る
な
ど
相
当
な
文
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
商
い
中

寛
文
十
三
年

（

一
方、

二
代
俊
近
は
、
茶
の
湯
道
具
の
蒐
集
に
凝
る
な

品

26
)

ど
、
風
流
に
熱
中
し
て
商
売
を
全
く
顧
み
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
永
納
に

心
の
人
物
で
あ
っ
た
。

粉
本
を
写
す
こ
と
を
許
可
し
た
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
は
よ
り
高
い
と
思
わ
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
先
に
箪
跡
が
類
似
し
て
い
る
と
し
た
「
本
邦
賢
宰
智
将
像
」

（個
人
蔵
）
が
元
禄
二
年

(

-
六
八
九
）
の
製
作
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
こ

れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
ぐ
ら
い
と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
。
す
な
わ
ち
原
粉
本
の
製
作

時
期
は
、
概
ね
貞
享
か
ら
元
禄
頃
と
見
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蛇

足
な
が
ら
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
史
料
が
見
出
さ
れ
な
い
現
時
点
で
は
、
ボ
ス
ト

ン
本
の
像
主
を
宗
祇
で
あ
る
と
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
す

一
次
史
料
は
、
宗
祇

の
歿
年
か
ら
二
百
年
近
く
経
過
し
た
後
の
原
粉
本
ま
で
し
か
遡
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

な
お
、
俊
近
以
降
の
ボ
ス
ト
ン
本
の
伝
来
に
つ
い
て
も
、
い
さ
さ
か
判
明
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で
追
記
し
て
お
く
。
釘
抜
三
井
家
は
、

二
代
俊
近
の
没
後
、

次
第
に
家
業
が
傾
き
、
十
九
世
紀
初
頭
に
は
店
も
手
放
し
て

一
家
流
浪
の
身
と

年

27
)

な
っ
た
と
い
う

。

そ
の
間
、

二
代
俊
近
の
娘
が
大
坂

•

鴻
池
家
に
嫁
ぎ
、
ま

た
そ
の
子
が
養
子
と
な
っ
て
釘
抜
三
井
家
の
六
代
目
を
継
ぐ
な
ど
、
鴻
池
家
と

-28
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親
類
の
関
係
を
結
ん
で
い
る

。
家
業
が
傾
け
ば
蒐
集
品
も
手
放
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の

一
部
が
、
親
類
で
あ
り
、
ま
た

商
売
上
の
支
援
者
で
も
あ
っ
た
鴻
池
家
に
渡
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
旧
蔵
者
で
あ
る
故
藪
本
荘
五
郎
氏
が
ま
だ
ご
健
在

で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
頃
に
、
藪
本
公
三
氏
を
通
じ
、
藪
本
家
の
所
蔵
と
な
る
以

前
の
旧
蔵
者
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
当
時
、
か
な
り
良
質
な
箱
や
表

具
を
伴
っ
て
い
た
と
い
う
印
象
が
残
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
鴻
池
家
の
蔵
品
で

(29
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あ
っ
た
よ
う
に
思
う
と
の
お
返
事
を
い
た
だ
い
た

。
さ
ら
に
そ
の
後
、
大
阪

歴
史
博
物
館
の
特
別
展
「
豪
商
鴻
池
ー
そ
の
暮
ら
し
と
文
化
ー
」
（
平
成
十
五

年
三
月
十
二
日
＼
五
月
五
日
）
に
お
い
て
鴻
池
家
の
資
料
が
展
示
さ
れ
た
際
に
、

学
芸
貝
の
中
野
朋
子
氏
か
ら
、
鴻
池
家
の
『
道
具
改
帳
」
（
寛
政
三
年
）
に

「
古
法
眼
画
宗
祇
像
」
と
い
う

一
項
が
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

(30
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ボ
ス
ト
ン
本
は
確
か
に
鴻
池
家
旧
蔵
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

。
と
す
れ
ば
、
原
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粉
本
が
写
し
た
原
本
と
ボ
ス
ト
ン
本
は
、
そ
の
間
に
鴻
池
家
所
有
の
時
期
を
挟

む
こ
と
に
よ
っ
て

一
本
の
線
で
結
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ス

ト
ン
本
は
、
北
野
天
満
宮
↓
・
・
↓
三
井
浄
貞
↓
釘
抜
三
井
家
↓
鴻
池
家

↓
・
・
↓
藪
本
家
↓
・
・
↓
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
と
伝
来
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ボ
ス
ト
ン
本
の
像
容

ボ
ス
ト
ン
本
は
、
馬
に
乗
る
人
物
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
ボ
ス
ト
ン
本
を
別

と
す
れ
ば
、
同
時
代
の
こ
う
い
っ
た
騎
馬
の
画
像
が
こ
と
ご
と
く
武
将
像
で
あ

る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
像
主
の
改
変
を
疑
う

べ
き
根
拠
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ひ
と
く
く
り
に
騎
馬
の
画

像
と
い
っ
て
も
、
ボ
ス
ト
ン
本
と
、
そ
れ
以
外
の
画
像
と
は
明
ら
か
に
異
な
る



点
が
幾
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
馬
具
の

一
っ
‘
鍬
の
染
め
色
が

緑
青
を
用
い
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
点
は
そ
の

一
っ
で
、
他
の
騎
馬
像
に
お
い
て

鍬
は
例
外
な
く
朱
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

鍬
を
含
め
た
馬
具
に
つ
い
て
は
、
装
束
と
同
様
に
、
そ
れ
を
用
い
る
上
で
の

故
実
や
規
定
が
存
在
し
、
使
用
者
の
地
位
や
使
用
す
る
時
期
、
目
的
な
ど
の
別

に
応
じ
て
、
形
式
や
色
目
、
加
飾
方
法
な
ど
の
異
な
っ
た
馬
具
が
選
択
さ
れ
、

(31
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使
用
さ
れ
て
い
た

。
こ
う
い
っ
た
使
用
上
の
約
束
事
は
、
肖
像
画
を
製
作
す

る
場
合
に
お
い
て
も
軽
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
む
し
ろ
装

(32) 

束
の
場
合
の
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
像
主
の
姿
を
画
像
と
し
て
定
着
さ
せ
、
視

覚
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
流
布
す
る
力
を
も
つ
肖
像
画
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
像
主
に
ふ

さ
わ
し
く
、
か
つ
ま
た
最
も
理
想
的
な
姿
と
な
る
よ
う
、
か
な
り
意
識
的
に
選

択
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
描
か
れ
て
い
る
馬
具
が
ど
の

よ
う
な
人
物
や
目
的
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
よ

り
、
像
主
の
地
位
や
社
会
的
立
場
な
ど
を
推
測
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
表

1
は
、
ボ
ス
ト
ン
本
に
描
か
れ
て
い
る
馬
具
の
種
類
を

一
覧
と
し

た
も
の
で
、
比
較
の
参
考
の
た
め
に
、
延
徳
元
年
(
-
四
八
九
）

に
製
作
さ
れ
た
足
利
義
尚
像
と
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
伝
足
利
尊
氏
像
（
名

の
賛
の
あ
る
細
川
澄
元
像

に
歿
し
た
後

古
屋
・
地
蔵
院
蔵
）
と
、
永
正
四
年
(
-
五

0
七）

（永
青
文
庫
蔵）

に
描
か
れ
て
い
る
馬
具
の

一
覧
を
添
え
た
。
こ
れ
ら
三
点
の

画
像
は
い
ず
れ
も
、
狩
野
正
信
・
元
信
の
父
子
も
し
く
は
そ
の
工
房
の
手
に
な

ほ
ぼ
同
時
期
の
約
束
事
（
故
実
・
規
定
）

る
作
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、

に
墓
づ

い
た
馬
具
着
用
例
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

表

1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ボ
ス
ト
ン
本
に
描
か
れ
て
い
る
馬
具
に
は
、
以

表 1ボストン本に描かれた馬具一覧

＼ 
ボストン本騎馬人物像 細川澄元像（永青文庫蔵） 伝足利牌氏像（名占屋 ・地蔵院蔵）

16世紀半ば 永正 4年 (1507) 延徳元年 (1489)頃

I馬具名称 種別 色• 加飾等 種別 色 • 加飾等 種別 色 • 加飾等

l衡（轡） 十文字 十文字に桐紋 ＇ 十文字 ＇ 

差縄 用いず あり I- あり ＇ 

2手綱 布 白地に褐色の斑 姉 黒 ・ 襟 • 白の段染布 茶（又は紫） ．椋 ・緑 • 白の段染

3腹帯 布 手綱と同じ 布 手綱と同じ 布 手綱と同じ

4鰍 染枢 青（緑青） 染鍬 朱 厘総 朱

5鞍橋 水干鞍 黒塗 水千鞍 黒塗 水干鞍 黒塗 • 投輪か？

四方手 あり 無文金投輪 あり 金 ・桐紋 描かれず ＇ 

6硝（切付） 徴隼包 無文野沓付 徴尊包 桐紋野沓付 白聴か 9 剥落のため不詳

硝（膚付） 葛・染尊 毬・染尊 I- 窮 ・染茸 ← 

7鐙 塗鐙 黒塗 五六鐙 黒塗 TI. 六鐙 黒塗

文板の透文 ト― 描かれず ← 五弁花（桔梗か） 櫛

踏込の内側 ＇ 黒塗 ＇ 朱塗 朱塗
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西本願寺蔵第三段（部分）巻五慕帰絵詞図3

下
の
三
点
に
お
い
て
明
確
に
伝
尊
氏
像
や
澄
元
像
と
異
な
っ
た
用
法
が
見
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
街
（
轡
）
に
差
縄
が
繋
が
れ
て
い
な
い
点
、
鍬
の
染
め
色
、

-33
)
 

鐙
の
形
状
で
あ
る

。
順
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
差
縄
は
、
騎
乗
す
る
人
が
馬
を
制
御
す
る
た
め
の
手
網
に
対
し
、
徒

歩
の
随
行
者
（
口
取
）
が
引
い
て
馬
を
制
御
す
る
た
め
に
馬
の
首
か
ら
街
（
轡
）

の
遊
び
金
に
通
す
縄
の
こ
と
で
あ
る
。
慕
帰
絵
詞
巻
五
に
は
、
詞
書
と
は
無
関

係
の
日
常
的
な
馬
の
取
り
扱
い
の
情
景
が
幾
つ
か
描
写
さ
れ
て
お
り
、
差
縄
や

（図

3
)
。
こ
こ
に
は
差
縄
が
用
い

手
綱
の
用
い
方
に
つ
い
て
も
参
考
と
な
る

ら
れ
て
い
る
馬
と
そ
う
で
な
い
馬
の
両
方
が
描
か
れ
て
お
り
、
差
縄
の
な
い
馬

の
場
合
、

口
取
は
手
網
を
用
い
て
馬
の
口
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

馬
の
口
を
引
く
こ
と
自
体
は

一
般
的
な
実
用
の
上
で
不
可
欠
で
も
、
そ
の
た
め

に
差
縄
は
必
ず
し
も
必
要
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
実
態
が
判
明
す
る
。
逆
に
差
縄

-54-

が
無
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
と
は
、
例
え
ば
、
騎
乗
し
た
ま
ま
随
行
者
に
馬
の

口
を
引
か
せ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
軍
勢
を
率
い
る
武
将
の
画

像
に
差
縄
を
描
き
こ
む
こ
と
は
、
武
将
に
と
っ
て
相
応
し
い
威
儀
で
あ
る
と
言

え
る
。
差
縄
が
用
い
ら
れ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
に
ど
の
よ
う
な
相
違
が

あ
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
記
す
故
実
書
は
管
見
の
限
り
で
は
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

ボ
ス
ト
ン
本
に
差
縄
が
描
か
れ
て
い
な
い
理

由
を
故
実
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
武
将
の
場
合
よ
り
も
日

常
的
な
騎
乗
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
他
の
騎
馬

像
の
描
か
れ
方
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
差
縄
が
描
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
解

釈
は
深
読
み
し
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
画
像
が
作
ら

れ
る
際
に
「
騎
乗
し
な
が
ら
口
取
に
馬
を
引
か
せ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
」

こ
と
を
示
そ
う
と
い
う
意
固
、
他
の
騎
馬
像
の
像
主
と
同
列
の
身
分
で
は
な
い



と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
点
目
と
し
て
、
鍬
は
、
近
世
に
は
三
懸
と
呼
ば
れ
た
馬
具
で
、
街
（
轡
）

を
頭
に
固
定
す
る
面
懸
、
鞍
橋
を
胴
に
固
定
す
る
胸
懸
と
尻
懸
の
三
つ
を
総
称

し
て
い
る
。

朱
の
鍬
が
最
も

一
般
的
で
、
中
に
は
顔
の
側
面
や
胸
•
尻
の
廻
り

に
た
く
さ
ん
の
房
を
付
け
る
鍬
も
あ
り
、
こ
れ
は
厚
総
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
鰍

も
、
手
網
と
同
様
に
、
平
安
時
代
以
来
の
使
用
上
の
規
定
が
あ
る
馬
具
の

一
っ

で
あ
る
。
さ
て
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
鰍
は
、
緑
青
で
彩
色
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら

く
浅
黄
か
青
に
染
め
ら
れ
た
鍬
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
馬
の
背
や

胴
の
全
体
を
覆
う
鍬
が
画
面
の
中
で
占
め
る
割
合
は
大
き
く
、
視
覚
的
に
も
、

他
の
騎
馬
像
と
は
か
な
り
異
な
る
印
象
を
与
え
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ボ
ス
ト

ン
本
を
目
に
し
た
誰
も
が
自
然
と
意
識
さ
せ
ら
れ
る
部
分
で
あ
り
、
鍬
の
色
か

ら
鑑
賞
者
が
何
ら
か
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
の
表
現
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
浅
黄
や
青
の
鍬
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら

れ
た
の
か
。
室
町
期
に
編
ま
れ
た
故
実
書
を
幡
く
と
、
次
の
よ
う
な
記
載
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
傍
線
は
籠
者
に
よ
る
）

一
、
公
方
様
御
鞍
覆
ハ
段
子
金
襴
也

一
、
管
領
之
鞍
覆
ハ
兎
羅
綿
、
同
毛
祇

一
、
奉
公
之
人
々
ニ
ハ
播
磨
皮
、
紺
之
鍬
ハ
法
体
之
人
懸
也

G31
l
 

（『
殿
中
以
下
年
中
行
事
』
）

一
、
青
き
尻
懸
か
ら
茶
（
唐
茶
）
も
へ
き

（萌
黄
）
な
と
の
色
を
、
当
世

皆
人
の
す
る
事
也
、
入
道
法
師
な
ら
て
ハ
せ
ぬ
も
の
也
、
は
れ
の
時

は
ゆ
め
ゆ
め
用
へ
か
ら
す
、
殊
更
む
ら
さ
き
の
い
ろ
な
と
に
は
、
猶

以
す
ま
し
き
な
り

一
、
鐙
の
内
を
黒
く
す
る
事
、
是
も
尻
か
ひ
と
同
前
也
、
但
俗
林
な
と
に

て
は
、
判
官
又
は
弾
正
少
弼
忠
弼
な
と
、
名
を
付
も
の
は
す
る
也
、

弾
正
左
衛
門
は
せ
ぬ
也
、
去
な
か
ら
是
も
む
ら
さ
き
の
尻
懸
を
は
、

か
け
ま
し
き
事
也
、
浅
黄
、
も
へ
き
、
ち
ゃ
な
と
の
色
は
か
け
へ
し

(35
)
 

（
『
弓
張
記
』
）

一
、
茶
染
の
鍬
の
事
、
入
道
仕
候
へ
ば
、
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
可
用
之
大

法
也
、
犬
追
物
以
下
に
も
用
之
、
浅
黄
同
然
、
手
縄
も
同
然
た
る
べ

(36
)
 

し

、

鐙

も

内

の

黒

き

を

用

之

（

『

武

雑

記

』

）

こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
書
が
成
立
し
た
時
期
は
、
『
殿
中
以
下
年
中
行
事
』
が

康
正
元
年
(
-
四
五
五
）
、
小
笠
原
流
の
『
弓
張
記
』
が
十
五
世
紀
後
半
、
そ

れ
と
ほ
ほ
同
文
を
掲
げ
る
伊
勢
貞
順
の

『酌
並
記
』
が
十
六
世
紀
中
頃
、
伊
勢

貞
孝
の
『
武
雑
記
』
が
十
六
世
紀
後
半
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
武
家
故
実
の
専
門
家
で
は
な
い
筆
者
に
は
、
こ
れ
ら
故
実
の
細
か
な

内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
上
記
に
掲
げ
た

記
述
か
ら
概
ね
次
の
よ
う
な
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。―

つ
は
、
青
色
（
紺
、

浅
黄
を
含
む
）
の
鍬
は
出
家
を
し
た
人
物
が
用
い
る
べ
き
も
の
と
い
う
故
実
が

存
在
し
た
こ
と
（
『
弓
張
記
』
に
よ
れ
ば
、
俗
人
で
も
「
判
官
（
検
非
違
使
尉
）

又
は
弾
正
少
弼
忠
弼
（
弾
正
忠
）
」
と
い
っ
た
役
職
に
あ
る
者
は
使
用
す
る
と

さ
れ
る
）
、
も
う

―
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
故
実
の
存
在
に
も
関
わ
ら
ず
「
当
世

皆
人
の
す
る
」
（
最
近
は
誰
も
が
用
い
て
い
る
）
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
世
間

で
故
実
ど
お
り
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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表 2 絵巻物に見られる青系色の靱

作品名 製作り 'I¥./¥" 駁乗者 黙 駁乗行の特徴 場面 周辺の騎馬人物

-ill聖桧 正安几年(1299) 円伊 呑 俗体 Ii 折豹釦(-、直垂、 11藤杓m 太宰府の型達 L人俯坊の築地塀の外 折!.¥相（- 荘,r,の政 l3名の馬はい

第段 を行く武 Iの刊 ずれも朱の阪

巻ヒ 法体 朱 素糸li、袴、毛沓沿用 四条）;, ゆ釈迦常へ向かう 一行 折．り祖 I-.而韮のもう 1名の式 Iの

第段 馬は朱0)鍬
俗(.j; /,' 折烏如(、而華沿用

巻八 法体 墨 符、法衣、袈裟,{./用 -;Jilが参詣をしている四天］： 、｝の門 なし

第四段 前を進む人物

咎卜 馬のみ \,~ 傍に折．り帽(、 i1[疱 1;:履着用の 迫の傍らで臨終を迎えた備中[q軽 なし

第段 人物：：：：名、馬具ば簡易な組合せ 部の教願の坊の外を、様（を眺めな

がら行く人物

巻 I・. 問のみ If 不明、馬はI'りりりに繋がれている 摂律 ・観汗堂で、最後の説法をする なし

第四段 遠のもとに集まった人々のうちの

人の馬

巻,-- 馬のみ 青 イ'II/]、馬の IIを取る人物は剃畏 iii1の臨終に集まった群衆の 人の 朱OJ!(j;の馬の中に混じる 行膝姿の

第 ：段 （仰か） 馬 吠卜の 1月あり

朴日権現験記絵 延慶 2年(1309) 仙階隆兼 巻― 法体 青 政装し、別川）を被った（杵兵 比叡山による沖水寺焼討ちに憤った 通常の甲胄姿の兵の馬はいずれも朱

第 一段
法体 朱 政装し、頭111を被った（竹兵

眺福寺衆徒と朝廷軍が争う（菜駒山 の枢

の戦）

巻四 法体 朱 索糾、袴、毛沓廿用 内人廿柑剥原能長0)伯 気I恰 0)祈願に 水 Iり}0)貨 (0)馬は朱0)椛

第IIり段 杯 Ll社を詣でた教縁（竹止と公l月11:橋
（いずれも輿に乗ろ）の 行

呑 I・八 it体 朱 l リ l 也の•行、法衣、袈裟， E併杓 明 ，•le I人の NU参詣に神鹿が拝礼 な し

第段 3名 Ill 

松蛤入神秘起 Iぷ↓＜！し年(1311) 巻六 俗休 村 折聞帽(、 11¥i[c、t沓沿）IL・）を 松崎大神汁のfi:YJ't、参指する人々 折X!lflr、,,・c,r,、毛沓の政 1、di女

第段 打つ 笞 • 毛沓の女性の馬ばいずれも朱Ul

保

法然 I::人絵伝 徳治 2年(1307)小松氏分類 呑ートし 俗（木 If 騎帽 f、行陳、毛沓c<iJIJ 熊谷蓮牛:u,館に集よった人々 0)t従 邸内の毛沓,/'fillの女性、 di女笞杓HI

（四 I八巷伝） ～文 i呆」C年 第 6類 第 I,段 のうちの人 の．碍I.の女性の渇はいずれも朱の鰍

(1317)頃
小松氏分類 巻 1四 俗体 朱 折!:.;帽 f、訂垂、 i1R終祐）甘 nじ所へ向かう法然を追って，肋羽 tで なし

第 6類 第段 駆けつけた武 j

小松氏分類 巻 _:1四 俗（本 朱 折！‘、)柏 f、ji'fif,、毛沓（四菱又） 法然が摂I~ ・経の島に到れして結縁 なし

第 6類 第-,Q 沿用 に集まった人々の 人

小松氏分類 巻ご I八 法体 青 素紺沿m.沓不詳 法然の廟堂周辺の往来の賑わい I、.;1111・水 F、折［ふ如(<,~: 韮の人

第 6類 第 •段 物は皆朱の附

小松氏分類 巻四 I 俗体 朱 x.,, 切 f、水 1沿用 公胤の往,,,の場曲に駆けつける人々 なし

第 6類 第 —段 の人

小松氏分類 咎匹 t-- 法体 青 素紅rn川、が履か 山l"I人衆による人谷I剃堂破却に駆I/馬 Lから，｝をつがえる武 Lは朱の杭

第 6類 第 二段 つけた盛政法師内（ム

小松氏分穎 巻四 I< 法体 青 法衣、袈裟i//)lj 法然の遺骸を洛西に移非する 行 折島帆1/--直取の武上はいずれも朱

第 6類 第四段 2名 の屈

法休 朱 法衣、袈裟柑用

法体 青 素絹沿用、紅履か、）Jを柑びる 帥々段の西仏と同 人物か

小松氏分類 巻四 I四 ，，島のみ 朱 素紆i沿川、剃髪（俯体）の人物が 鎌介を発した降寛の•行を北条朝直 北条朝れの 行（折，り相 r、間華）

第 18類 第 IL段 2頭 日を取る が追い、ドを立と対面する の馬 :iu!lも朱の椛

小松氏分類 巻四 I八 法体 灰 法衣、袈裟、 lr膝沿Jll 法然の命を受け陸奥ヘドる金光坊の 随従する折X.,枯1/-・i/ll[¥で、）を持つ

第 6類 第四段 2名 f丁 武 jはいずれも朱0)鍬

U: 袖絵詞 観ぷ 2年(1351) !iii原降届 巻 1,: 法体 青 殆笠、袴，毛沓を沿J廿 品の往来の賑わい なし

第 一段

観応 2年(1351) 藷原降1"， 巻五 底のみ 水色 連歌会の参加者の 人の馬 党女II邸の外で t人の帰りを待っ馬が 同じく騎乗者イ屯月の未の枢の!!;2頭

第 ．段 往来の馬に飛びかかろ が描かれる I廿馬は縄の鍬

観応 2年(1351) i劇原 l~',I: 巻六 馬のみ Ir 北野ヤti去楽詩歌会の参加者の 北野社の、1・・↓居のりりで従者が馬を口を 同じく騎乗行小明の朱の鰍の，!~3 頭

第 f促 人の馬 引いて行っ が描かれる

文明 14年(1482)藤原久f,; 務ヒ 馬のみ 朱 おそらく 'it如の乗馬、従者が脱い 詑如が紀伊Ji/~品11/j神を参詣し、歌 なし

第 段 だ E沓をもつ を詠む

観応 2年(1351)藤原隆呂 巻 I・ 法体 青 袴、 E沓を行用、腰）Jを差す 虻如の間！りに訪れる 武 Iーは朱の黙

第 ――段

芦引絵 151廿紀後半 巻 馬のみ 朱 叡山使fl'I、法衣、袈裟杓Ill、 比叡山の律師からの使俯が侍従の君 なし

（逸翁美術館本） 第 段 従者が脱いだ毛沓をもつ を迎えに米邸

巻 馬のみ 青 侍従の＃、法衣（素絹）着用 出家した侍従の社を迎えに比叡山か なし

第六段 ら遣わされた馬

巻=. 法体 青 法衣、袴毛沓杓用 比叡山の侍従の店のもとへ店枯を迎 なし

第段 えに行く永水坊梵然

法体 青 ともに法衣、袴、毛沓、侍従の君 余良の東南院に袖る若共に随行する なし

2名 はii'い頭Iりを被り、袈裟を村用 党然と侍従の君

巻四 法体 朱 法衣に袈裟、袴、毛沓。片方が少 少将の井（岩店）の希屯で、侍従の店と なし

第—段 将の店、もう 方が侍従の君 奈良の父得業のもとへ帰る

法体 青

巻Tc 馬のみ 青 侍従の君は法体、紅履 侍従の君を迎えに比叡山から遠わさ なし

第―段 れた馬

此野天神縁起16世紀 巻 ― 俗体 廿 長烏帽子、甲柑＇ 道立を太宰府に百は流にする道中を警 他の武士の馬は朱の黙 (I',[総）

（宮内庁六巻本）
第 ＝段 護する武士の一団の一人
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て
い
る
と
す
れ
ば
、

す
な
わ
ち
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
像
主
が
、
仮
に
故
実
に
則
っ
た
姿
と
し
て
描
か
れ

一
部
の
役
職
に
あ
っ
た
俗
人
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い

も
の
の
、
ま
ず
は
出
家
を
し
た
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
一

方
で
、
こ
れ

ら
の
故
実
は
、
あ
く
ま
で
も
武
家
社
会
で
の
公
の
場
に
お
け
る
約
束
事
と
し
て

発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
武
家
以
外
も
含
め
た
社
会
全
体
の
中
で
、
ど
れ
ほ
ど

の
規
範
性
を
も

っ
て
受
け
人
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、

青
色
の
鰍
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る

文
献
史
料
か
ら
は
、
上
記
以
外
に
、

こ
と
が
、
次
に
必
要
な
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。

ボ
ス
ト
ン
本
と
同
様
と
考
え
ら
れ
る
鍬

一
方、

の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ボ
ス
ト
ン
本
や
他
の
騎
馬
像
と
近
い
時
代
に
製
作
さ
れ
た
絵
画
か
ら

は
、
幾
つ
か
の
青
色
の
鰍
の
使
用

'‘3
 杯

Iご、
—

9
)

い
｀`
 ー

（
9グ

）、咲心
蕊

西本願寺蔵第二段 （部分）巻五慕帰絵詞図4

例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
表

2

は
、
十
四
世
紀
頃
か
ら
十
六
世
紀{

37
)
 

の
間
に
製
作
さ
れ
た
主
要
な
絵
巻

か
ら
、

青
系
色
の
鰍
が
描
か
れ
て

い
る
場
面
を

一
覧
と
し
、
そ
の
所

用
者
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る

か
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

先
に
述
べ
た
故
実
と
の
整
合
性
を

確
認
す
る
た
め
、

青
系
色
の
鰍
が

描
か
れ
て
い
る
絵
巻
に
お
い
て
、

出
家
し
た
人
物
が
青
系
色
以
外
の

鰍
を
用
い
て
い
る
場
面
も

一
覧
に

加
え
た
。
こ
の
う
ち
、
先
に
述
べ
た
「
出
家
し
た
人
物
ー
青
系
色
の
鍬
」
と
い

う
故
実
ど
お
り
の
使
用
例
に
つ
い
て
は
、
ゴ
シ

ッ
ク
体
を
用
い
て
表
記
し
て
い

る
。結

果
的
に
、
青
系
色
の
鰍
を
使
用
す
る
場
面
を
含
む
絵
巻
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
く
、
ま
た
調
査
の
母
体
数
が
未
だ
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
表
2
の
七
作
品

に
見
出
す
に
と
ど
ま

っ
た
。
こ
の
う
ち
、
製
作
さ
れ
た
時
期
の
古

い

一
遍
聖
絵
、

春
日
権
現
験
記
絵
、
松
崎
天
神
縁
起
に
つ
い
て
は
、
先
の
故
実
と
は
全
く
無
関

係
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
特
に

一
遍
聖
絵
の
場
合
は
、

表
に
は
入
れ
な
か

っ
た
が
、
裸
馬
に
跨
る
者
、
植
の
上
に
鞍
橋
だ
け
を
置
い

て
鰍
を
使
用
し
な
い
者
、
麻
縄
の
よ
う
な
素
材
の
鍬
を
用
い
る
者
な
ど
、
朱
の

鍬
を
用
い
な
い
場
合
の
表
現
が
多
様
で
あ
り
、

当
時
の

般
的
な
馬
具
使
用
の

実
態
を
か
な
り
忠
実
に
再
現
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
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人
物
の
身
分
や
職
業
な
ど
に
応
じ
た
馬
具
が
選
択
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
故
実
書
に
記
さ
れ
て
い
る
「
出
家
者
な
ら
青
い
鍬
」

と
い
う
よ
う
な
単
純
な
約
束
事
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

一
方
、
少
し
後
の
時
代
に
製
作
さ
れ
た
法
然
上
人
絵
伝
（
四
十
八
巻
本
）
、

慕
帰
絵
詞
、
逸
翁
本
芦
引
絵
に
つ
い
て
は
、
僧
体
の
人
物
に
青

い
鍬
が
描
か
れ

て
い
る
場
合
が
多
く
、
先
に
引
用
し
た
故
実
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
例
と
考
え
ら
れ
る
（
図

4
)
。
法
然
上
人
絵
伝
は
、
徳
治
二
年

(

-
三
〇

七
）
か
ら
文
保
元
年

(-
三

一
七
）
頃
に
か
け
て
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
例
え
ば
巻
三
十
八
第
二
段
の
よ
う
に
、
俗
人
に
は
朱
の
鰍
、
素
絹
を

着
け
剃
髪
し
た
法
体
の
人
物
に
は
青
の
鍬
が
描
か
れ
て
お
り
、
俗
体
か
法
体
か

に
よ

っ
て
鍬
の
色
を
変
え
よ
う
と
い
う
意
図
が
明
確
で
あ
る
。
平
安
時
代
以
来
、



公
家
社
会
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
故
実
に
対
し
、
武
家
独
自
の
故
実
か
求

め
ら
れ
、
整
備
さ
れ
始
め
た
の
は
、
十
四
世
紀
半
ば
、
将
軍
足
利
義
満
の
時
代

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
法
然
上
人
絵
伝
の
製
作
は
、
武
家
故
実
が
整
備
さ
れ
る

以
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鰍
の
色
の
使
い
分
け
は
、
武
家
社
会
だ
け
に
限
定
さ

れ
る
故
実
で
は
な
く
、
当
時
す
で
に
存
在
し
た
社
会
通
念
が
武
家
故
実
に
収
り

込
ま
れ
た
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
漿
帰
絵
両
と
芦
引
絵
か
ら
は
、
故
実
占

に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
法
体
で
あ
っ
て
も
、
地
位
や
立
場
に
応
じ
て

朱
の
鍬
で
表
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
慕
帰
絵
詞
で
は
、
法
体

の
人
物
の
乗
る
馬
の
鍬
は
概
ね
青
系
色
に
彩
色
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の

一
方
‘
巻
七
第

一
段
の
よ
う
に
、
騎
乗
者
が

覚
如
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
、
鍬
は
朱
色
に
表
さ
れ
て
い
る
。
芦
引
絵
で

は
、
比
椒
山
の
律
師
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
使
僧
が
朱
の
鰍
を
用
い
て
お
り
、
や
や

位
の
低
い
侍
従
の
君
や
若
君
に
は
青
系
色
の
鍬
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

人
物
は
洞
書
に
も
出
て
こ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
故
実
書
の
記
述
と
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
十
四

世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
出
家
し
た
武
家
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外

の
僧
侶
、
出
家
者
に
は
、
通
常
、
青
系
色
の
鰍
が
用
い
ら
れ
て
い
た
実
態
を
、

絵
巻
の
中
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ボ
ス
ト
ン
本
の
製
作
時
期
は
十
六

世
紀
ま
で
下
る
が
、
鰍
の
色
が
こ
う
い
っ
た
約
束
事
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
た

可
能
性
は
裔
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
像
主
は
僧
侶
か
出
家
し
た
人
物
が
ふ
さ
わ
し

い
と
推
定
さ
れ
る
。

．―-
点

H
と
し
て
、
鐙
は
、
木
製
で
外
側
を
黒
塗
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
、

ボ
ス
ト
ン
本
と
、
伝
腺
氏
像

・
澄
元
像
と
で
は
、
形
状
が
や
や
異
な
る
点
が
注

意
さ
れ
る
。
ボ
ス
ト
ン
本
は
、
踏
込
に
乗
せ
た
足
先
の
前
に
被
さ
る
部
分
で
あ

る
鳩
胸
の
曲
線
が
扁
平
で
、
鐙
全
体
が
平
た
く
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
伝
柑

氏
像
や
澄
元
像
は
、

い
わ
ゆ
る
「
作
の
鐙
」
と
見
ら
れ
る
。
作
の
鐙
と
は
、
室

町
幕
府
の
政
所
執
事
の
立
場
に
あ
り
、
幕
府
や
将
軍
家
の
俄
礼
に
深
く
関
わ
っ

た
伊
勢
氏
が
規
矩
を
定
め
た
と
さ
れ
る
鐙
を
い
い
、
法
量
が
舌
長
と
舌
短
の
中

間
、
文
板
の
上
部
か
ら
舌
先
ま
で
直
線
に
し
て
五
寸
六
分
の
規
矩
に
作
る
の
が

定
法
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
文
板
の
部
分
に
透
文
を
人
れ
、
そ
の
意
匠
に
よ
っ
て

{38} 

作
者
を
示
す
隠
し
銘
と
さ
れ
た
と
い
う

。
両
像
の
場
合
、
画
面
か
ら
鐙
の
法

惜
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
像
主
の
面
か
ら
由
緒
正
し
い

「
作
の
鐙
」
を

使
用
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
‘
透
文
の
意
匠
が
は
っ
き
り
描
き

分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
鐙
の
形
状
が
「
作
の
鐙
」
と
し
て
伝
世
す
る
品
と
ほ

ぽ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
作
の
鐙
」
と
見
な
し
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

ボ
ス
ト
ン
本
の
鐙
が
こ
れ
ら
と
異
な
る
形
状
で
あ
る
の
は
、
像
主
が
「
作
の
鐙
」

を
用
い
る
よ
う
な
人
物
、
す
な
わ
ち
将
軍
や
管
領
と
い
っ
た
高
位
の
武
家
で
は
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な
い
こ
と
を
ホ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

ボ
ス
ト
ン
本
の
鐙
を
子
細
に
観
察
す
る
と
、
毛
沓
の
脇
に

一
部
だ

け
見
え
て
い
る
踏
込
の
内
側
が
、
外
側
と
同
じ
黒
塗
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
鐙
の
内
側
は
通
常
朱
塗
と
さ
れ
、
黒
塗
に
さ
れ
る
も
の
は
特
殊
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
故
実
書
で
は
、
先
に
引
用
し
た

『武
雑
品
』
、
『
弓
張
記
』
な

さ
ら
に
、

ど
に
出
家
し
た
人
物
の
場
合
は
内
側
も
黒
塗
と
し
た
鐙
を
用
い
る
と
述
べ
ら

{
39
-

れ
、
こ
の
他

『岡
本
記
』

に
も
「
う
ち
の
く
ろ
き
あ
ぶ
み
を
ば
、
く
ろ
ぬ
り

の
あ
ぶ
み
と
て
、
出
家
よ
り
ほ
か
は
の
ら
ざ
る
事
也
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ

る
。
ボ
ス
ト
ン
本
の
表
現
が
、
こ
の
よ
う
な
故
実
を
全
く
無
視
し
て
な
さ
れ
て

い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
鍬
の
場
合
と
同
じ
く
、
像
‘
王
は
僧
侶
か
出
家
し
た
人

{IO
-

物
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る

。

以
上
‘

ボ
ス
ト
ン
本
に
用
い
ら
れ
て
い
る
特
殊
な
表
現
を
像
主
の
身
分
や
立



場
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
、
僧
侶
か
も
し
く
は
出
家
を
し
た
人
物
で
あ
る
と
推

定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
身
分
的
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
他
の
騎
馬
像
の
像

主
よ
り
も
低
い
こ
と
を
示
す
と
解
釈
さ
れ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
ボ
ス
ト
ン
本
が

他
の
武
将
の
騎
馬
像
と
同
列
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て

お
り
、
ま
た
、
逆
に
半
僧
半
俗
の
連
歌
師
の
画
像
と
し
て
は
理
解
し
や
す
い
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
像
主
を
伝
承
ど
お
り
宗
祇
と
す
る
根
拠
の

―
つ
に
な
り

得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

。

ボ
ス
ト
ン
本
の
像
主
が
身
に
付
け
て
い
る
刀
と
履
き
物
に
つ
い
て

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
他
の
騎
馬
像
に
描
か
れ
て
い
る
刀
や

履
き
物
と
は
様
子
が
異
な
っ
て
お
り
、
馬
具
の
場
合
と
同
様
、
ボ
ス
ト
ン
本
の

像
主
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
知
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
、
上
記
の
結
論
と
矛
盾
が
生
じ
な
い
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

最
後
に
、

る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
腰
に
帯
び
た
刀
は
、
鞘
が
全
体
に
黒
く
彩
色
さ
れ
て
い
る
た
め
に
見
え

に
く
い
が
、
注
意
深
く
観
察
す
る
と
細
か
な
刻
み
模
様
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
「
鞘
巻
」
と
呼
ば
れ
る
短
い
腰
刀
と
見
ら
れ
る
。
鞘
巻
は
、
鐸
の
な
い

合
口
式
で
、
鞘
に
葛
籐
の
蔓
を
巻
い
た
よ
う
な
細
い
刻
み
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
は
鞘
が
割
れ
た
り
、
傷
ん
だ
り
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
葛
籐
の
蔓
な

ど
を
巻
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
そ
の
形
だ
け
が
模
さ
れ
、
後
に
鞘
そ

の
も
の
に
細
い
刻
み
を
入
れ
、
漆
を
塗
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

。

の
成
立
と
さ
れ
る
「
七
十

一
番
歌
合
」
に
は
、
鞘
巻

を
作
る
こ
と
を
専
門
と
し
た
「
鞘
巻
切
」
と
呼
ば
れ
る
職
人
が
含
ま
れ
て
い
る

。

歌
合
歌
に
「
町
鞘
巻
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
市
井
の
職
人
ら
の
手
に
よ
っ

明
応
九
年
(
-
五
0
0
)

て
、
鞘
巻
は
大
量
に
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
十
六
世
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紀
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る

『七
十

一
番
歌
合
』
（
七
十

一
番
職
人
歌
絵
）

に
、
「
鞘
巻
き
り
、
当
時
は
や
ら
で
、
得
分
も
な
き
細
工
か
な
」
と
い
う
口
上
が

添
え
ら
れ
、
こ
の
頃
に
は
、
既
に
「
流
行
ら
な
い
」
と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
も
知
ら
れ
る
。
ボ
ス
ト
ン
本
は
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
形
の
腰
刀
を
身
に

付
け
て
い
る
姿
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
腰
刀
に
関
し
て
も
、
馬

具
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
え
て
身
分
的
に
や
や
低
い
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
表
現

が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
、
先
に
述
べ
た
結
論
と
も
矛
盾
し
な
い
。

も
う

一
方
の
履
き
物
は
、
毛
沓
や
馬
上
沓
と
呼
ば
れ
、
平
常
の
時
に
用
い
ら

れ
る
乗
馬
用
の
沓
で
あ
る
。
毛
皮
製
の
ブ
ー
ツ
の
よ
う
な
深
沓
で
、
足
先
は
巾

着
の
よ
う
に
革
を
絞
っ
て
形
を
作
り
、
足
首
の
ま
わ
り
に
は
立
挙
と
呼
ば
れ
る

革
が
め
ぐ
ら
せ
て
あ
る
。
立
挙
に
は
、
所
用
者
を
示
す
紋
章
が
据
え
ら
れ
る
こ

(45
)
 

と
も
あ

っ
た
と
い
う

。
ボ
ス
ト
ン
本
と
同
様
な
形
の
毛
沓
は
、
表

2
か
ら
も
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わ
か
る
と
お
り
、
絵
巻
に
描
か
れ
た
庶
民
の
持
ち
物
と
し
て
多
く
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
腰
刀
と
同
様
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
て
い
た
こ
と
が

-16
}
 

わ
か
る

。
す
な
わ
ち
、
履
き
物
か
ら
ボ
ス
ト
ン
本
の
像
主
の
身
分
な
ど
を
特

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
結
論
に
照
ら
し
て
矛
盾
す
る
組
合

せ
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

ま
と
め

連
歌
師
は
、
都
と
地
方
を
往
還
し
、
文
化
の
伝
播
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、

地
方
の
領
主
ら
と
幕
府

・
天
皇
と
の
間
の
政
治
的
な
交
渉
の
仲
介
に
も
従
事

し

、
場
合
に
よ
っ
て
は
荘
園
の
年

貢

•
公
事
の
催
促
か
ら
寺
社
造
営
修
理
費
の



勧
進
・
調
達
ま
で
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
応
仁
の
乱
後
、
幕
府
を
中
心
と
す
る

全
国
支
配
の
秩
序
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
中
、
ま
さ
に
都
と
地
方
と
を
結
ぶ
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
要
の
存
在
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
連
歌
師
で
あ

っ
た
が
、
そ
う
い
っ
た
政
治
経
済
活
動
へ
の
関
わ
り
は
、
宗
祇
に
よ
っ
て
端
緒

が
開
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
も
と
、
連
歌
師

に
と
っ
て
「
旅
」
が
、
本
職
で
あ
る
連
歌
や
古
典
文
学
に
関
す
る
技
能
知
識
と

同
じ
ほ
ど
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
連
歌
師
と
し
て
の
存
在
を
象
徴
す
る
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
果
た
し
て
い
つ
頃
か
ら
で

あ
ろ
う
か
。
ボ
ス
ト
ン
本
が
宗
祇
像
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
旅
の
連
歌
師
の

姿
を
も
っ
て
宗
祇
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
旅
」
を
生
業
の
基

盤
と
す
る
連
歌
師
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
宗
祇
の
歿
後
さ
ほ
ど
隔
た
る
こ
と
な
く
出

来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
貴
重
な
資
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
像
主
問
題
は
、
風
変
わ
り
な
肖
像
画
の
像
主
に
関

す
る
単
純
な
事
実
関
係
の
解
明
に
留
ま
ら
ず
、
室
町
時
代
後
期
の
政
治
経
済
や

文
化
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
命

題
と
も
絡
む
問
題
に
直
結
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
本
来
の
像
主
が
誰
で
あ
る
か
の
再
検
討
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
像
主
問
題
解
決
の
根
拠
と
な
る
新
た
な

材
料
を
得
る
た
め
、
伝
来
の
経
緯
お
よ
び
像
容
が
示
す
像
主
の
身
分
や
立
場
の

二
つ
の
面
か
ら
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
伝
来
の
面
で
は
、
ボ
ス
ト
ン
本

を
宗
祇
像
と
す
る
伝
称
そ
の
も
の
は
、
江
戸
時
代
半
ば
頃
ま
で
し
か
遡
り
得
な

い
も
の
の
、
も
と
も
と
連
歌
や
宗
祇
に
ゆ
か
り
の
深
い
北
野
社
に
伝
来
し
た
事

実
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
像
容
の
面
で
は
、
像
主
が
僧
侶
も
し
く
は
出
家
し
た

人
物
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
ま
た
明
ら
か
に
他
の
騎
馬
像
と
は
差
別
化
が
図
ら

れ
、
他
の
騎
馬
像
の
像
主
よ
り
も
身
分
的
に
低
い
こ
と
を
示
す
姿
が
選
ば
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
連
歌
師
宗
祇
の
画
像
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
姿
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
に
よ
っ
て
、
宗
祇
が
本
来
の
像
主
と
し
て

認
め
ら
れ
る
方
向
へ
、
従
来
よ
り
も
少
し
は
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
が
、

未
だ
宗
祇
が
像
主
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
他

の
馬
具
や
装
束
を
は
じ
め
、
未
解
決
の
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
引
き
続

き
多
方
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

註(1
)
ボ
ス
ト
ン
本
に
言
及
す
る
主
な
論
考
、
作
品
解
説
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

う
ち
、
宮
島
氏
だ
け
は

「直
ち
に
こ
れ
を
宗
祇
像
と
す
る
に
は
決
め
手
を
欠
い
て
い
る
」

（『
肖
像
画
の
視
線
』
、
八
六
頁
）
と
、
像
主
の
問
題
を
保
留
さ
れ
て
い
る
。

楢
崎
宗
重

「宗
祇
像
」
、
『國
華
』
七
三
0
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
。

赤
沢
英
二
「
徳
法
寺
蔵
宗
祇
像
に
つ
い
て
」
、
『
國
華
』
一

0
五
二
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
。

同
著

『日
本
中
世
絵
画
の
新
資
料
と
そ
の
研
究
』

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
七
年
九

月
）
に
再
録
。

影
山
純
夫
「
研
究
資
料
益
田
元
祥
甲
冑
騎
馬
像
に
つ
い
て
」
、

『國
華
』
―
―

1
0
、
昭

和
六
十
三
年
一
月
。

並
木
誠
士

「狩
野
正
信
の
肖
像
画
製
作
に
つ
い
て
ー
地
蔵
院
蔵
騎
馬
武
者
像
を
め
ぐ
っ
て

|
」、

『京
都
芸
術
短
期
大
学
紀
要
瓜
生
』
十
三
、
平
成
三
年
五
月
。

山
根
有
三

「
尾
形
光
琳
筆
宗
祇
像
」
、

『國
華
』
―
―

七
三
、
平
成
五
年
八
月
。

宮
島
新
一

『肖
像
画
の
視
線
ー
源
頼
朝
像
か
ら
浮
世
絵
ま
で
ー』

、
吉
川
弘
文
館
、
平
成

八
年
七
月
。
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山
本
英
男

「飯
尾
宗
祇
像
」
解
説
、
京
都
国
立
博
物
館
編

『室
町
時
代
の
狩
野
派
』
展
図

録
、
平
成
八
年
十
月
。
京
都
国
立
博
物
館
編

『室
町
時
代
の
狩
野
派
ー
画
壇
制
覇
へ
の
道



ー
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
十

一
年
四
月
）
に
増
補
再
録
。

山
本
英
男

「飯
尾
宗
祇
像
」
解
説
、

『ボ
ス
ト
ン
美
術
館
日
本
美
術
調
奔
図
録

第

一
次

調
査
』
解
説
編
、
講
談
社
、
平
成
九
年
六
月
。

末
柄
豊

「連
歌
師
の
旅
」
、
『歴
史
と
地
理
』
五
0
五
、
平
成
九
年
九
月
。

鶴
崎
裕
雄

『戦
国
を
往
く
連
歌
師
宗
長
』
、
角
川
書
店
、
平
成
十
二
年
六
月
。

拙
稿

「室
町
時
代
に
於
け
る
狩
野
派
肖
像
画
の
基
礎
的
研
究
ー
騎
馬
の
宗
祇
像
を
中
心
に

_
」
、
『鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
第
二
十
号
別
冊
、
平
成
十
五
年
十

一
月
。

(
2
)
「
ボ
ス

ト
ン
美
術
館
所
蔵
宗
祇
像
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
」
、
第
五
十
四
回
美
術
史
学
会
全

国
大
会
、
平
成
十
一云
一
年
五
月
二
十
六
日
、
於
神
戸
大
学
。

「ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
宗
祇
像
に
つ
い
て
ー
図
像
の
意
味
と
制
作
背
景
ー」
、
歴
史
美

術
史
懇
話
会
第
四
回
例
会
、
平
成
十
三
年
九
月
十
日
、
於
花
園
大
学
。

論
旨
は
、
拙
稿
前
掲
「
室
町
時
代
に
於
け
る
狩
野
派
肖
像
画
の
基
礎
的
研
究
ー
騎
馬
の
宗

祇
像
を
中
心
に
ー
」
に
も
記
し
た
。

(3
)
山
本
前
掲

「飯
尾
宗
祇
像
」
解
説
。

(4
)
五
島
邦
治
「
肥
田
町
崇
徳
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
」
、

「彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第

四
号
、
平
成
五
年
三
月
。

(
5
)
影
山
前
掲

「研
究
資
料
益
田
元
祥
甲
冑
騎
馬
像
に
つ
い
て
」
、
宮
島
前
掲

「肖
像
画
の

視
線
ー
源
頼
朝
像
か
ら
浮
世
絵
ま
で
ー
』
。

(6
)
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
宗
祇
像
の
製
作
年
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲
「
室
町
時
代
に

於
け
る
狩
野
派
肖
像
画
の
基
礎
的
研
究
ー
騎
馬
の
宗
祇
像
を
中
心
に
ー
」
。

(7
)
楢
崎
前
掲

「宗
祇
像
」
。

(8
)
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
日
本
美
術
課
ア
ン
•
西
村
・
モ
ー
ス
氏
の
ご
教
示
に
よ
る

。

(9
)
末
柄
前
掲

「連
歌
師
の
旅
」
。

(10
)
楢
崎
宗
重

「宗
祇
像
」
、

I

屈
華
』
七
六
五
‘
昭
和
三
十
年
。
伊
地
知
鐵
男
他
編

「俳
諧
大

辞
典
』
、
明
治
書
院
、
昭
和
三
十
二
年
七
月
。

(11
)
阪
本
健

「宗
淵
上
人
と
北
野
学
堂
本
」
、
真
阿
宗
淵
上
人
鑽
仰
会
編

「天
台
学
僧
宗
淵

の
研
究
』
、
西
来
寺
、
昭
和
一二
十
三
年
九
月
。
猪
熊
信
男

「北
野
学
僧
宗
淵
上
人
の
学
徳

を
偲
び
て
」
、
同
書
所
収
。

12
)
阪
本
前
掲
「
宗
淵
上
人
と
北
野
学
堂
本
」
。

(13
)
北
野
神
社
社
務
所
編

「北
野
誌
』
‘
國
學
院
大
学
出
版
部
、
明
治
四
十
三
年
。

(14
)
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
編

「狩
野
永
納
』
展
園
録

（平
成
十

一
年
七
月
）
、
作
品
番
号
四

八
•
一
。

(
15
)
竹
内
尚
次
「
箱
根
早
雲
寺
と
宗
祇
と
季
吟
」
、
箱
根
町
誌
編
謀
委
員
会
編
I

箱
根
町
誌
』

第
三
巻
‘
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
九
年
一二
月
。
箱
根
町
立
郷
土
資
科
館
編

「旅
の
詩
人
ー

連
歌
師
宗
祇
』
展
図
録
、
平
成
十
三
年
八
月
。

(16
)
図
の
上
部
に
「
宗
祇

駒
と
め
て
か
け
踏
は
し
の
柳
か
な
」
と
の
宗
祇
の
発
句
が
記
さ
れ

て
い
る
。
同
様
の
宗
祇
像
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
山
本
前
掲
「
飯
尾
宗
祇
像
」
解
説
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
永
納
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
ボ
ス
ト
ン
本
の
翻

案
と
推
測
さ
れ
る
作
品
に
、
狩
野
常
信
と
狩
野
探
信
が
合
作
し
た

「雑
画
帖
」
所
収
の
探

信
華
「
牡
丹
花
肖
柏
図
」

（「
江
戸
名
作
画
帖
全
集
VI

狩
野
派

探
幽

·

守
景
•

一
蝶
』
、

駿
々
堂
出
版
、
平
成
六
年
四
月
）
が
あ
る
。

(17
)
宗
淵
の
京
狩
野
家
粉
本
の
閲
覧
に
直
接
の
関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

宗
淵
は
岡
田

（
冷
泉
）
為
恭
と
親
交
が
厚
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
猪
熊
前
掲

「北
野
学
僧
宗
淵
上
人
の
学
徳
を
偲
ぴ
て
」
。

(18
)
竹
内
秀
雄

「天
満
宮
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
一二
年
一二
月
。

(19
)
末
柄
豊
「
宗
祇
書
状
の
伝
来
に
関
す
る

一
考
察
ー
蒐
集
文
書
と
紙
背
文
書
ー
」、

「室
町
時

代
研
究
』
第

一
号
、
平
成
十
四
年
十
二
月
。

(20
)
承
久
本
第
一
巻
奥
書
に
よ
る
。
承
久
本
が
紛
失
さ
れ
る
以
前
に
も
北
野
社
に
あ
っ
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
奥
書
だ
け
で
は
不
明
確
な
面
が
あ
る
が
、
応
永
三
十
一云
一
年
(
-
四
二
六）

に
調
進
さ
れ
た
箱
の
存
在
や
、
文
亀
元
年
か
ら
「
旧
本
紛
失
」（
光
信
本
奥
書
）
に
よ
り
土

佐
光
信
の
手
に
よ
り
新
た
な
天
神
縁
起
が
製
作
さ
れ
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も
と

も
と
北
野
社
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。（
中
野
玄
一―
-
「
北
野
天
神
縁
起
の
展
開
ー
承

久
本
か
ら
弘
安
本
へ
」
、

「日
本
絵
巻
大
成
二
十
一

北
野
天
神
縁
起
』
、
中
央
公
論
社
、
昭

和
五
十
三
年
十
月
。
須
賀
み
ほ

「承
久
本
に
関
す
る
考
察
」
、
「天
神
縁
起
の
系
譜
』
、
中
央

公
論
美
術
出
版
、
平
成
十
六
年
四
月
。）
な
お
、
各
地
に
伝
存
す
る
北
野
天
神
縁
起
に
つ
い

て
は
、
古
来
、
特
に
取
り
扱
い
が
厳
重
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
中
野
玄
三
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「社
寺
縁
起
絵
論
」
、
奈
良
国
立
博
物
館

『社
寺
縁
起
絵
』
‘
昭
和
五
十
年
十
月
{'
)

(21
)
『北
野
拾
葉
』
所
収
の
宗
祇
像
表
補
裏
書
に
よ
る

C

全
文
は
次
の
と
お
り

-
U

画
図

再
善
院
法
印
良
勝
箪

詠

歌

発

句

近

衛

右

大

臣

家

熙

公

御

箪

此

一
軸
者
貴
師
宗
祇
公
為
二
百
年
忌

追
福
令
千
句
連
歌
再
行
依
仰
此
影

像
者
也

元
禄
十

一
寅
歳
七
月
廿
九
日

修
竹
斎
能
順

花
押

学
堂
什
物

な
お
、
宗
祇
忌
日
の
連
歌
会
は
、
北
野
社
学
堂
の
年
中
行
事
と
し
て
営
ま
れ
、
そ
の
記
録

の
初
出
は
元
禄
十
二
年
で
あ
る
と
い
う
。
（竹
内
秀
雄
前
掲

「天
満
宮
』
‘
三
0
四
頁
。
）

(22
)
宗
祇
の
忌
日
七
月
一
．
十
九
日

（場
合
に
よ

っ
て
は
、
そ
の
前
後
の
日
）
に
行
わ
れ
た
追
善

の
連
歌
会
や
和
歌
会
の
記
録
は
、

『実
隆
公
記
』
や
実
隆
の
歌
集
『
再
昌
草
』
を
は
じ
め
‘

数
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
主
催
者
は
‘
兼
載
な
ど
宗
祇
と
同
世
代
の
連
歌

師
か
、
も
し
く
は
実
隆
‘
牡
丹
花
肖
柏
‘
宗
長
‘
玄
清
、
宗
碩
お
よ
ひ
そ
の
弟
子
の
宗
牧

と
い
っ
た
宗
祇
直
系
の
弟
子
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
も
若
い
宗
牧
が
天
文
十
四
年

（一

五
四
五
）
に
歿
し
た
後
は
、
江
戸
期
ま
で
、
宗
祇
追
善
の
会
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な

い
。（
木
藤
才
蔵
f

連
歌
師
論
考
下
増
補
改
訂
版
』
、
明
治
書
院
、
平
成
五
年
五
月

(23
)
『北
野
文
叢
』
所
収

「北
野
学
堂
古
文
書
集
」
（
竹
内
秀
雄
前
掲

「天
満
宮
』
‘
六
六
頁）

「

な
お
、
紹
巴
が
宗
祇
を
追
善
す
る
連
歌
会
を
営
ん
だ
こ
と
を
示
す
資
料
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
。
た
だ
し
、
宗
祇
著
作
を
書
写
し
た
記
録
が
幾
つ
か
あ
り
‘
紹
巴
が
蒐
集
し
た
蔵
書

に
は
、
当
然
、
宗
祇
関
係
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

木
藤
前
掲

『連
歌
師

論

考

下

増
補
改
訂
版
』）。

(24
)
竹
内
尚
次
前
掲

「箱
根
早
雲
寺
と
宗
祇
と
季
吟
」
。
説
斐
宗
演
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
圃

氏

「北
条
五
代
と
早
雲
寺
」
、
箱
根
町
誌
編
繕
委
員
会
編

「箱
根
町
誌
』
第
二
巻
‘
角
川

書
店
、
昭
和
四
十
六
年
。

(25
)
三
井
家
編
楳
室
編

『稿
本
一――
井
家
史
科
』
三
井
高
俊
の
項
。
野
村
貴
次

「三
井
秋
風
」
、

『中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
ニ

―
号
、
昭
和
三
十
六
年

一
月
。

(26
)
前
掲
I

稿
本
三
井
家
史
料
』
所
収
「
商
売
記
」

（三
井
高
治

〔高
利
弟
〕
著
）
、
「
町
人
考

見
録
」
（
―
-
井
高
房
〔
高
利
孫
〕
著
）c

(27
)
前
掲

『稿
本
三
井
家
史
科
』。

(28
)
前
掲
I

稿
本
三
井
家
史
料
』
、
野
村
前
掲

「三
井
秋
風
」c

(29
)
な
お
‘
藪
本
氏
の
言
及
さ
れ
た
表
具
に
つ
い
て
は
‘
所
有
者
の
変
更
に
際
し
て
改
装
さ
れ

て
お
り
、
現
在
の
表
貝
は
当
時
の
も
の
で
は
な
い
。

(30
)
そ
の
後
、

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
ア
ン
•
西
村

・

モ
ー
ス
氏
か
ら
も
、
作
品
購
入
時
に
画
商
か

ら
得
た
メ
モ
に

「何
百
年
間
か
鴻
池
の
家
族
の
所
有
で
あ

っ
た
」
と
い

っ
た
内
容
の
記
載

が
あ
る
と
の
ご
教
示
を
得
た

J

（

31
)
―-
木
謙

「偏
詭
授
与
お
よ
ひ
毛
祇
鞍
覆
•
白
傘
袋
免
許

」、

『中
世
武
家
儀
礼
の
研
究

』、

吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
年
五
月
c

同

『中
世
武
家
の
作
法
』
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十

一
年
十
二
月
。

‘~ 

32 

一
例
を
あ
げ
る
と
‘
狩
野
正
信
は
‘
足
利
義
尚
出
陣
影
を
製
作
す
る
に
あ
た
り
、
将
軍
家

弓
馬
師
範
で
あ
り
故
実
家
で
も
あ
っ
た
小
笠
原
政
清
に
よ
る
指
南
を
受
け

（『
蔭
涼
軒
日

録
』
長
享
―――
年
四
月
十
八
日
条
）
、
日
野
富
子
像
を
製
作
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

三
条
西

実
隆
か
ら
衣
装
や
几
帳
の
有
職
に
つ
い
て
指
導
を
受
け
て
い
る

（「
実
隆
公
記
』
明
応
五

年
五
月
二
十
八
日
条
他
）
。
土
佐
光
茂
も
足
利
義
晴
像
を
製
作
す
る
に
あ
た

っ
て
、

装
束

に
つ
い
て
山
科
言
継
に
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
指
導
を
受
け
て
い
る

（『言
継
卿
記
』
天

文
十
九
年
閏
五
月
十
九
日
条
）
。
ま
た
、
大
内
義
隆
が
足
利
義
植
の
画
像
を
製
作
す
る
に

あ
た
り
、
実
隆
に
有
職
の
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

（末
柄
豊

「足
利
義
植
の
肖
像
画
」
、
『日
本
歴
史
』
六
二

二
、
平
成
八
年
一1
月
。
）

(33
)
 そ
の
他
の
点
と
し
て
は
、
手
綱
と
腹
帯
の
染
め
色
が
注
目
さ
れ
る

手
綱
は
、
衡

（轡

に
結
わ
え
て
騎
乗
者
が
馬
を
制
御
す
る
た
め
に
用
い
る
長
い
網
、
腹
帯
は
、
馬
の
腹
に
ま

わ
し
て
鞍
橋
を
馬
の
背
に
固
定
す
る
た
め
の
帯
で
あ
る
。
手
網
は
、
鞍
橋
・
鐙
の
加
飾

や
鞘
に
用
い
る
動
物
の
毛
皮
な
ど
と
同
様
に
、
平
安
時
代
以
来
‘
官
位
や
職
掌
に
よ
っ

て
使
用
で
き
る
染
め
や
色
が
定
め
ら
れ
て
い
た
馬
具
の

一
っ
で
あ
る

（二
木
前
掲

「中
世

武
家
の
作
法
』）

。

一
方
、
腹
帯
は
そ
う
い

っ
た
規
定
が
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
ボ
ス

ト
ン
本
を
は
じ
め
と
す
る
騎
馬
像
で
は
、
手
網
と
同
し
模
様
に
描
か
れ
て
い
る
場
合
か
多
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い
。
ボ
ス
ト
ン
本
の
手
網
は
白
地
に
褐
色
の
斑
文
が
規
則
的
に
入

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

ど
う
い

っ
た
種
類
の
手
綱
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
は
下
る
が
、
江
戸
時
代

に
編
謀
さ
れ
た
武
家
故
実
書

「古
今
要
覧
稿
』
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
手
網
が
列
挙
さ
れ

て
お
り
、
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
「古
事
類
苑

』
兵
事
部
の
馬
具
•
手
綱
の
項
に

引
用
さ
れ
る

「古
今
要
覧
稿
』
器
物
絹
の
記
事
に
よ
る
）
。
こ
の
中
で
は

「褐
布

一
寸
肌

手
綱
」
と
い
う
手
綱
が
や
や
近
い
か
と
思
わ
れ
、
こ
れ
に
は

「供
奉
の
時
に
用
ふ

〔上
賢

抄
〕」

と
の
注
記
が
あ
る
た
だ
し
、

「
染
や
う
は
引
手
際
を
残
し
て
、
中
を

一
寸
づ
ヽ

か
ち
ん

（褐
）
と
白
と
．

一色
に
そ
む
る
な
り
」
と
い
う
染
め
の
説
明
は
、
ボ
ス
ト
ン
本
の

手
綱
の
意
匠
と
異
な
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
段

（絞）

染
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
伝
尊
氏
像
と
澄
元
像

（そ
の
他
、
大
内
義
興
像
模
本
〔
山
口
県
立
山
口
浦
物

館
蔵
〕
や
益
田
元
祥
像

〔島
根
県
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
蔵
〕
も
同
じ
く
段
染
と
見
ら
れ
る
）

と
は
異
な
る
染
め
方
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
、
こ
の
相
違
に
つ
い
て

明
確
な
解
釈
を
ホ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

(34
)
「群
書
類
従
」
第

1

．十
二
輯
所
収
。
「
殿
中
以
下
年
中
行
事
j

は
、
室
町
時
代
の
鎌
倉
府
の

年
中
行
事
お
よ
び
礼
式

•
作
法
等
を
記
し
た
故
実
書
で
、

「鎌
倉
年
中
行
事

l
「成
氏
年
巾

行
事
』
と
い
う
書
名
を
記
す
写
本
も
あ
る
。
奥
書
に
よ
り
康
正
元
年

(-
四
五
五
）
、
鎌

倉
を
離
れ
て
下
総
古
河
に
移
っ
た
足
利
成
氏
に
供
奉
し
て
い
た
海
老
名
季
高
が
、

父
祖
の

旧
記
を
も
と
に
し
て
鎌
倉
府
以
来
の
年
中
行
事
・

礼
式
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る

「「
鎌
倉
年
中
行
事
』
に
み
る
鎌
倉
府
の
俵
礼
」
、
「武
家
儀
礼
格

（二
木
謙

一

式
の
研
究
j

、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
五
年
七
月
）
。

(35
)
「続
群
過
類
従
」
第
二
十．
―-
輯
下
所
収
。
「弓
張
記
l

は
‘
弓
馬
術
の
伝
書
で
、
内
容
か
ら

室
町
中
期
頃
の
小
笠
原
流
故
実
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（「
群
書
解
題
』）

。

小
笠
原
流
と
は
、
小
笠
原
家
が
足
利
将
軍
家
の
弓
馬
術
の
師
範
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
弓
馬

を
め
ぐ
る
故
実
を
司
る
よ
う
に
な

っ
て
生
ま
れ
た
武
家
故
実
で
あ
る

（二
木
前
掲

「中
世

武
家
俄
礼
の
研
究
』）

C

な
お
、
伊
勢
貞
順
に
よ
り
天
文
か
ら
永
禄
の
頃
に
成
立
し
た
と
さ

れ
る

E

酌
並
記
』
（
「
続
群
書
類
従
』
第
二
十
四
輯
下
所
収
）
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

(36
)
「続
史
籍
集
覧
l

二
（
室
町
時
代
之
法
制
）
所
収
。
「
武
雑
記
j

は
、
室
町
最
末
期
の
政
所

執
事
伊
勢
貞
孝
が
著
し
た
と
さ
れ
る
伊
勢
流
の
武
家
故
実
井
で
あ
る

（「
国
書
総
目
録
』）
。

伊
勢
貞
丈

(-
七

一
ヒ
ー
八
四
）
の
註
と
長
沢
伴
雄
の
補
註
を
加
え
て
‘
弘
化
四
年
（

一

八
四
七
）
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
流
と
は
、
伊
勢
氏
は
歴
代
に
わ
た
っ
て
政
所
執
事

の
役
職
を
勤
め
‘
器
府
の
典
礼
や
殿
中
の
振
舞
い
、
諸
礼
式
に
関
わ
る
立
場
に
あ

っ
た
こ

と
か
ら
、
応
仁
の
乱
以
降
に
求
め
ら
れ
、
整
備
さ
れ
た
武
家
故
実
で
あ
る

（
•
-木
前
掲

「中
世
武
家
俵
礼
の
研
究
j

(37
)
「日
本
絵
巻
大
成
』
、
「続
日
本
絵
巻
大
成
』
、
「続
々
日
本
絵
巻
大
成
j

所
収
の
絵
巻
を
中

心
と
し
、
そ
の
他
の
美
術
書
や
展
覧
会
図
録
、
自
治
体
史
等
に
掲
載
さ
れ
る
写
真
も
で
き

る
だ
け
参
照
す
る
よ
う
に
し
た

L
)

さ
ら
に
、
掛
幅
装
の
祖
師
絵
伝
や
縁
起
絵

参
詣
曼
陀

羅
の
主
な
作
品
も
通
覧
し
た
が
、
朱
色
に
表
さ
れ
て
い
る
鍬
が
ほ
ぼ
全
て
を
占
め
、
青
系

色
の
鍬
は
、
愛
知
•
本
證
寺
本
太
子
絵
伝
‘
滋
賀

•

中
野
太
子
堂
太
子
絵
伝
等
の
守
屋
合

戦
に
お
け
る
武
者
の

一
部
に
用
い
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ

っ
た
。
守
屋
合
戦
の
よ
う
な
戦

闘
場
面
の
場
合
は
、
群
像
表
現
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
る
た
め
に
な
さ
れ
た
色
の
変
化
で

あ
る

Of能
竹
が
拾
て
き
れ
ず
‘
ま
た
蘇
の
色
が
料
な

っ
て
も
、
人
物
の
位
樅
づ
け
と
し
て

は
何
ら
異
な

っ
て

い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
参
考
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た

J

(38
)
鈴
木
敬
三
「
鐙
」
解
説
、

『有
識
故
実
大
辞
典
』
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
八
年
一
月
。

(39
)
「続
群
書
類
従
』
第
二
十
三
輯
下
所
収
。
天
文
十
三
年

(
-
五
四
四
）
、
岡
本
美
濃
守
縁
侍

の
撰
に
な
る
武
芸
故
実
着
。
本
文
の
内
容
か
ら
、
岡
本
美
濃
守
縁
侍
は
、
小
笠
原
流
の
武

芸
故
実
の
伝
授
を
受
け
た
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（「群
古
解
題
j

)

。

(40
)
 た
だ
し
、
表
2
の
絵
巻
の
各
場
面
に
お
い
て
は
、
騎
乗
者
が
僧
侶
で
あ

っ
て
も
内
側
が
朱

塗
の
鐙
で
描
か
れ
て
お
り
、
黒
塗
の
鐙
の
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、

「万
松
院
殿
穴
太
記
』
（
「
群
書
類
従
」
第
十
八
輯
所
収
）
に
、
天
文
卜
九
年

(
-
五
五

O
)
、

逃
亡
先
の
近
江
・
穴
太
で
歿
し
た
十
二
代
将
軍
足
利
義
晴
の
葬
礼
に
お
い
て
、

「黒
鞍
置

て
、
鈍
色
の
鍬
か
け
‘
鐙
の
う
ち
に
至
る
迄
黒
塗
な
り
」
と
い
う
姿
の
馬
が
亡
骸
の
先
導

を
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
鍬
は
明
ら
か
に

「鈍
色
」
と
は
異
な
る

た
め
‘
こ
こ
で
は
無
関
係
と
考
え
て
触
れ
な
か

っ
た
。

(41
)
宗
祇
が
出
家
し
て
い
た

（も
し
く
僧
侶
の

一
種
と
見
な
さ
れ
て
い
た
）
こ
と
は
‘
旦
忠
徐
周
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輌
に
よ
る
肖
像
画
賛
「
種
玉
宗
祇
荷
主
肖
像
賛
」

(

E

翰
林
萌
蓋
集
』
）
に
「
宗
祇
老
布
柄
」

と
あ
る
ほ
か
、

『実
隆
公
記
』

「宗
祇
法
師
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
よ
り

等
の
史
料
に

知
ら
れ
る
。

(42
)
加
島
進

「鞘
巻
」
解
説
、
前
掲

「有
識
故
実
大
辞
典
』
。

(43
)
遠
藤
元
男

『ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
史
料

H
本
職
人
史
』
第

一
巻
‘
雄
山
閣
、
平
成
三
年
六
月
。

(44
)
『群
書
類
従
』
第
十
八
輯
所
収
。

(45
)
鈴
木
敬
三
「
物
射
沓
」
解
説
、
前
掲

(46

た
だ
し

『有
識
故
実
大
辞
典
』
。

乗
馬
中
の
人
物
の
毛
沓
が
袴
か
ら
見
え
る
場
合
、
絵
巻
に
お
い
て
は

例
外
な

＜
踵
の
側
の
袴
が
上
が

っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ポ
ス
ト
ン
本
で
は

反
対
側
の
甲
の
側
の
袴
が
捲
れ
上
が
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
点
は
注
意
を
引
く
。
絵
巻

の
描
き
方
が
通
常
の
自
然
な
状
態
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
ボ
ス
ト
ン
本
で

は
、
あ
え
て
逆
の
方
を
見
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

―
つ
の

可
能
性
と
し
て
、
立
挙
の
白
と
黒
を
重
ね
た
紋
章
ら
し
き
部
分
を
見
せ
る
た
め
の
改
変
で

は
な
い
か
と
い
う
予
想
を
立
て
‘
紋
草
ら
し
き
部
分
か
ら
像
主
を
特
定
す
る
手
が
か
り
を

探

っ
た
が
、

そ
の
予
想
を
裏
付
け
る
よ
う
な
情
報
は
何
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

現
時
点
で
は
、
明
確
な
解
釈
を
示
す
こ
と
は
で
き
ず
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な

し‘ 

(47
)
伊
地
知
鐵
男

「宗
祇
』
、
青
梧
棠

昭
和
十
八
年
八
月
。
末
柄
前
掲

「連
歌
師
の
旅
」。

鶴

崎
前
掲

『戦
国
を
往
く
連
歌
師
宗
長
』
。
鶴
崎
裕
雄
「
連
歌
師
ー
政
治
的
な
、
あ
ま
り
に

も
政
治
的
な
人
た
ち

」、

「文
学
』
三
巻
五
号
、
平
成

十
四
年
九
•

十
月
。

こ
の
小
稿
は
、
平
成
十
四
年
度
に
財
団
法
人
鹿
島
美
術
財
団
よ
り
助
成
を
受
け
た
調
査
研
究

の
成
果
の

一
部
を
基
礎
と
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
小
稿
を
執
箪
す
る
に
あ
た
り
、

ボ
ス
ト
ン
美
術

館
の
ア
ン

•

西
村
・
モ
ー
ス
氏
、
島
優

氏
に
は
作
品
の
調
査
に
関
し
て
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た、

北
川
央
氏

（大
阪
城
天
守
閣
）、

中
野
朋
子
氏

（大
阪
歴
史
博
物
館
）
、
並
木
昌
史
氏
（
徳
川
美
術
館
）
及
び
財
団
法
人
三
井
文
庫

に
は
貴
重
な
ご
教
示

•

ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た

。

末
尾
な
が
ら
深
く
御

礼
申
し
上
げ
ま

す
。

【
図
版
出
典
】
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真
宗
重
宝
緊
英
』
第
十
巻
（
同
朋
舎
出
版
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
）
よ
り
複
写
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